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はじめに

ジオイド・モデルが新しくなったけど・・・

公共測量のやり方はどうなるの？



報道発表（令和7年3月３１日）

GNSS標高測量がスタート

三次元点群データを使用する新たな測量技術を反映

新しい基盤（測地成果２０２４）への対応
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（作業規程の準則 第1条）

測量法（昭和24年法律188号。以下「法」という。）第34条の規定に基

づき、公共測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一

するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。

「作業規程の準則」とは

法第33条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとす
るときは、（略） 作業規程を定め、あらかじめ、国土交
通大臣の承認を得なければならない。（略）

２ 公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて
実施しなければならない。

【参照】

法第34条 国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。
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測量計画機関が準用して作業規程を制定することで、

新しい技術を用いた測量作業を適切に行うことが可能

「作業規程の準則」とは

公共測量の効率化

全国の標高成果の改定への対応、利用環境の整った技術等を反映

一部改正 令和７年3月３１日（国土交通省告示第240号）

準則は、測量技術水準・利用者のニーズなどに応じて適切な改正が必要

※準則に定めのない新技術については、国土地理院の定めるマニュアルを使用できる。（準則第17条）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismGeospatial Information Authority of Japan

「作業規程の準則」の改正の主な内容

1.  全国の標高成果の改定への対応

２. GNSS標高測量の導入

3. 「三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル」の反映

４.  まとめ
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１．全国の標高成果の改定への対応｜衛星測位を基盤とする体系へ

標高
水準測量から算出

電子基準点

付属標

基盤：一等水準路線
標高を水準測量から算出

アンテナと
付属標の比高

水準点

日本水準原点

水準点

水準測量

水準測量に起因する誤差が内在

標高
衛星測位/ジオイド
から算出

電子基準点

付属標

アンテナと
付属標の比高

水準点 水準測量

基盤：電子基準点
標高を衛星測位と｢ジオイド2024日本とその周辺｣から算出

水準点

ジオイド2024
日本とその周辺

電子基準点
「東京千代田」

日本水準原点

水準測量を基盤とする標高体系 衛星測位を基盤とする標高体系
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１．全国の標高成果の改定への対応｜ジオイド高の求め方

（要旨）

第４０条 この章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次の各号
により行うものとする。

一 ＴＳ等による基準面上の距離の計算は、楕円体高を用いる。ただし、楕円体高は、標高
及びジオイド高を用いて求めるものとする。

二 ジオイド高は、国土地理院が提供する最新のジオイド・モデル（以下「ジオイド・モデル」
という。）から求めた値とする。ただし、法第 11 条第 1 項第三号により国土地理院長
が承認した測量の原点（標高）に基づく離島においては、この値に国土地理院が提供す
る基準面補正パラメータから求めた値を加えた値をジオイド高として使用する。

三 ３級基準点測量及び４級基準点測量は、基準面上の距離の計算は楕円体高に代えて
標高を用いることができる。この場合において経緯度計算を省略することができる。

第40条

① ジオイド高は、「ジオイド2024 日本と
その周辺」を使用

②沖縄島と一部の離島では、（①のジオイ
ド高 ＋ 基準面補正量）により求めた
値をジオイド高として使用

日本水準原点とは異なる原点の範囲

標高の原点が
日本水準原点の範囲

標高 ＝ 楕円体高 ー ジオイド高 ー 基準面補正量



１．全国の標高成果の改定への対応｜レベル等による水準測量の既知点

第48条

レベル等による水準測量の既知点として電子基準点付属標が使用可能に
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区分
項目

１級水準測量 ２級水準測量 ３級水準測量 ４級水準測量 簡易水準測量

既知点の種類

電子基準点
付属標

一等水準点
１級水準点

電子基準点
付属標

一～二等水準点
１～２級水準点

電子基準点
付属標

一～三等水準点
１～３級水準点

電子基準点
付属標

一～三等水準点
１～４級水準点

電子基準点
付属標

一～三等水準点
１～４級水準点

既知点間
の路線長

150km以下 150km以下 50km以下 50km以下 50km以下

※電子基準点（二等水準点/三等水準点）としての測量成果は廃止



１．全国の標高成果の改定への対応｜水準点の復旧測量

（水準点の復旧測量）

第１０２条 水準点の復旧測量は、再設、移転、改測又は改算により行うものとする。

２ （略）

３ （略）

４ 地殻変動その他の事由により、基本測量の測量成果が修正された場合には、修正された基本測量成果を基に改算するものとする。この
場合、改算は、現況に適合しなくなった成果が適切な計算処理で修正可能であることを確認の上、行うものとする。この際、国土地理院
から水準点用の標高補正パラメータファイルが提供された場合には、この補正パラメータを用いて成果を改算することができる。

• 標高成果の改定にあわせて、「測地成果2024移行のための水準点標
高補正パラメータ」を国土地理院が提供しており、パラメータを利用し
た改算（計算による成果改定）が可能に

• パラメータによる改算方法を示した「公共測量成果改定マニュアル」を
一部改正

第102条
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水準点の復旧測量において新たに改算を規定
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２．GNSS標高測量の導入｜GNSS測量機による水準測量との違い
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GNSS測量機による水準測量（準則第２編第４章）：

水準測量を基盤に構築した標高体系において、
「日本のジオイド2011」を用いて標高を決定

GNSS標高測量（改正準則第２編第４章） ：

衛星測位（GNSS）を基盤に構築した標高体系において、
「ジオイド2024 日本とその周辺」を用いて標高を決定

既知点標高成果
水準測量から算出

標高｜水準測量基盤

楕円体高（基線解析結果）を

ジオイド2011（重力データ
と水準測量の結果で構築）で換算

既知点標高成果
水準測量から算出

＜GNSS測量機による水準測量の基盤となる標高体系＞

● 一等水準路線｜標高成果を水準測量から算出

既知点として使用できるのは
水準測量の取付いた電子基準点のみ

基線解析
電子基準点

付属標

水準点

オフセット量

基線解析

水準測量

＜測量手法＞

新点

既知点標高成果
GNSSから算出

標高｜GNSS基盤

楕円体高（基線解析結果）を

ジオイド2024（重力データの
みから構築）で換算

既知点標高成果
GNSSから算出

＜GNSS標高測量の基盤となる標高体系＞

● 電子基準点｜標高成果をGNSSと｢ジオイド2024｣から算出

全ての電子基準点を
既知点として使用できる

電子基準点
基線解析

基線解析

＜測量手法＞

新点

付属標

水準点

オフセット量

水準測量

セミ・ダイナミック補正を適用

沖縄島及び一部離島で基準面補正パラメータを適用



２．GNSS標高測量の導入｜準則：３級水準測量の概要

GNSS標高測量は、水準測量の一方式

第２編 基準点測量
 第1章 通則
 第２章 基準点測量
 第３章 レベル等による水準測量－ 直接水準測量方式

  渡海（河）水準測量方式
 第４章 GNSS標高測量
第５章 復旧測量

「GNSS測量機による水準測量」
（第４章）を置き換え
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• 電子基準点（測地成果2024）及び「ジオイド2024日本とそ
の周辺」を用いて、３級水準点の標高を定める測量方法

（4級水準点及び簡易水準点は、マニュアルの使用により実施が可能）



• ｢ジオイド2024日本とその周辺｣と標高成果（測地成果2024）を使用

• 既知点として、全国の電子基準点を使用可能（水準点は使用不可）

• セミ・ダイナミック補正（地殻変動補正）を適用

→地殻変動の影響を受けない標高の決定が可能

• 新点間及び既設点～新点間の距離：6 km以上

（条件により一部緩和あり）

• 路線長の制限は撤廃

• 斜距離の残差の点検（許容範囲を変更）

• 観測時間 5時間以上

• 点検項目 前後半に分けた基線ベクトルの較差

既知点間の楕円体高の閉合差

２．GNSS標高測量の導入｜準則：３級水準測量の概要

点間距離
6km以上
（変更なし）

路線長（既知点から他の
既知点までの距離）

60km 以下
→ 撤廃

近傍の電子基準点を使用

観測時間
５時間以上
（変更なし）

新点（３級水準点）

電子基準点

既設点
（3級水準点以上）

15

「GNSS測量機による水準測量」と作業方法は大きく変わらない

【変更なし】

【変更点】
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• 新点～新点、既知点～新点、既設点～新点の点間距離緩和の要望あり

• 距離は直線（平面）距離ではなく、現場の直接水準観測距離を適用

水準観測距離 ６km以上

直線距離 ６km未満

区 分
項 目 ３級水準測量

既知点の種類 電子基準点

新点間の距離

既知点と新点間の距離

既設点と新点間の距離

6,000ｍ以上

備 考

ただし、新点間距離、既知点と新点間又は既設点から新
点までの距離が6,000ｍ未満になる場合でも、急峻な
地形や河川などがあることにより両点間のレベル等に
よる水準測量の観測距離が6,000ｍ以上になることが
明らかな場合は、計画機関の承認を得ることにより実施
できるものとする。

２．GNSS標高測量の導入｜新点間及び既設点～新点の点間距離の緩和

第75条



２．GNSS標高測量の導入｜区分、観測条件等

GNSS標高測量
GNSS測量機による

水準測量

固定する高さ 標高（測地成果2011)

既知点の種類 電子基準点 約850点
（標高区分：水準測量による）

地殻変動補正 補正しない

区分 3級水準測量

GNSS観測 スタティック法

観測距離 6km～40km

観測時間 5時間以上

標高成果改定後の標高（測地成果2024)

電子基準点 約1,300点

補正する
標高元期の明確化により高精度に補正可能

スタティック法

簡易水準測量

ネットワーク型RTK法単
点観測法

－

10秒以上

準則に反映 マニュアルとして整備
17

3級 / 4級水準測量
2級以上は 引き続き直接水準測量

6km以上（3級） / 1km以上（4級）
既設点と新点の距離に対しても適用
短距離は引き続き直接水準測量

5時間以上（3級） / 2時間以上（4級）



２．GNSS標高測量の導入｜GNSS標高測量の使用例
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既存の水準点が近傍にない場合で、
GNSS標高測量マニュアルにより４級水準点（□）を設置。
設置した点を用いた精度管理で工事測量を実施。

• ユーザーの目的に応じた最適な測量方法を選択可能

• 効率的・効果的な標高決定を実現

新設の3級水準路線

GNSS標高測量により3級水準点を新設 マニュアルにより４級水準点を新設

1km 300m

既存の水準点が近傍にない場合で、
GNSS標高測量により３級水準点（□）を設置。
その間を結ぶ3級水準路線を設置。



• GNSS標高測量（３級、４級）では、１級基準点測量相当の観測データ
（２時間以上）が得られる。

• 同じ観測データを用いて、基準点測量の成果としても整理することが
可能に
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２．GNSS標高測量の導入｜水平座標の取扱い

GNSS基準点測量 GNSS標高測量

測量区分 1級基準点 2級基準点 3級基準点 4級基準点 3級水準 4級水準

新点間距離（㎞） 1㎞ 500ｍ 200ｍ 50ｍ 6㎞ 1㎞

観測時間 10㎞以上：2時間以上、10㎞未満：1時間以上 5時間以上 2時間以上

基線ベクトルの
較差

水平（ΔN,ΔE） 20㎜ 20㎜ 20㎜

高さ（ΔU） 30㎜ 40㎜ 40㎜

既知点（電子基準点）間の
閉合差・水平（ΔN,ΔE）

60㎜+20㎜√N（辺） ー ー

既知点（電子基準点）間の
閉合差・高さ（ΔU）

150㎜+30㎜√N（辺） 15㎜√S（㎞） 25㎜√S（㎞）

斜距離の残差 80㎜ 100㎜ ー ー 30㎜ 50㎜

新点水平位置の標準偏差 100㎜ ー ー

新点標高の標準偏差 200㎜ ー ー
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３．「三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル」の反映

三次元点群データから地形モデルを作成し、 任意の位置の断面図を作成す
るための標準的な測量方法を規定したマニュアル （平成28年６月制定）

公共測量（路線測量又は河川測量における断面図作成）以外でも活用

【実現可能になったこと】

指定した箇所で縦横断面図を作成

• 水準測量によって断面図を作成するため、
測線に沿った位置では高精度の標高を得ら
れる一方、測線間の地形は推定となる。

• 測線間の間隔を狭くすると、作業量が増え
て経済的負担が増大。

• 測量した範囲のあらゆる地点の地形を網羅
的に把握することが可能。

• 柔軟な利用が可能となり、作業時間の短縮
が可能。

【従来の方法の課題】

21
任意の箇所で縦横断面図を作成可能



三次元点群データからの断面図の作成方法の変更

• 測線への標高付与は、地形の形状、断面図データの使用目的及びオリジナルデータ等
の点密度を考慮して変更

３．「三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル」の反映

22
TIN法を介した断面図作成方法（マニュアルより） 最近隣法を介した断面図作成方法

断面図
の測線

断面図
の測線

マニュアル時代 オリジナルデータ又はグラウンドデータ → 数値地形モデル（TIN） → 断面図

準則への反映時 オリジナルデータ又はグラウンドデータ → 最近隣法又はＴＩＮ法 → 断面図
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◼ 全国の標高成果の改定（令和７年４月）に関連する条文の改正

→ 法第11条第1項第三号 により国土地理院長が承認した測量の原点（標高）に基づく離島での

ジオイド高算出のため 「基準面補正パラメータ」の使用を新たに定義。

→ 水準点用の標高補正パラメータを使用した既設水準点成果の復旧測量（改算）を新たに規定。

◼ GNSS標高測量の導入

→ 全国の標高成果の改定に関連し、「GNSS測量機による水準測量」の代替となる

GNSS標高測量（３級水準測量）を準則へ導入。

→ 標高成果にも元期を設定し、基準点測量と同様にセミ・ダイナミック補正を適用。

※ 準則第17条第3項の規定による「GNSS標高測量による４級水準測量及び簡易水準測量マニュアル」を新たに制定。

４．まとめ
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◼ 新技術マニュアルの準則への反映

→ 「三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル」（平成28年制定）の準則への反映。

→ 断面図作成方法として数値地形モデル（TIN）法に加えて、点群データを用いた最近隣法

 を標準化。

◼ その他

→ 航空レーザ測量及び航空レーザ測深測量のオリジナルデータに関する規定に点密度を追加。

→ 標準様式の改正に伴う修正と追加。

→ 計算式（平面直角座標 ⇒ 経緯度座標への変換）の改善。

→ 用語の修正、ISO及びJIS規定の表記への対応。

４．まとめ
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